
区民と区長のタウンミーティング

令和６年度予算で検討中の主な取り組み（案）
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中野区は、新庁舎移転を契機とした効率的かつ効果的なサービスの展開を進めるとともに、食料品等の高騰のなかでも安心し
て過ごせるよう、「「暮らしの安心」と「まちの活力」動きはじめた中野の未来のための予算」として、以下の３点を重要課
題とした令和６年度当初予算を検討しています。

基本計画で掲げた重点プロジェクト
社会の情勢を踏まえた

区民生活を基軸とした取組
区有施設整備計画に基づく施設整備１ ２ ３

令和６年度予算の主な取り組みは、中野区基本構想で掲げる４つのまちの姿と区政運営等に関する取組の５つに分けています。
本日はこのうち、まちのにぎわい、環境、都市基盤の整備や区政運営等に関する取り組みについて、ご意見をいただきます。

人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまちへの取組 ・・・P02～P04取り組み１

未来ある子どもの育ちを地域全体で支えるまちへの取組 ・・取り組み２

誰もが生涯を通じて安心して自分らしく生きられるまちへの取組 ・・取り組み３

安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまちへの取組 ・・・P05～P08取り組み４

区政運営等に関する取組 ・・・P09～P12取り組み５
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（各ページでは、本日ご意見をいただく事業を掲載しています。）
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人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまちへの取組 ①

項目 事業説明 所管部

1 外国人相談窓口の開設
外国人を対象とした区役所内外の行政手続きや日常生活の困りごとに関する相談を受け付ける
窓口として、外国人相談窓口を設置する。

区民部

2
ナカノミライプロジェクトに
よるプロモーション

区内事業者と区が協働して実施しているワークショップにおいて、中野区をプロモーションす
るショートフィルムを制作する。また、公募により、フィルムコンテストを実施する。さらに、
中野のまちへの期待を向上させる「ご当地本」を企画し、発行する。

区民部

3

文化・芸術を通じた子どもの
健全育成事業の充実及び
（仮称）子ども文化芸術振興
基金の創設

子どもの豊かな心の形成に資する文化・芸術の鑑賞・体験機会となる事業の認定制度及び（仮
称）子ども文化芸術振興基金を創設する。また、子どもの文化・芸術活動を活性化するため、
子どもが利用する場合の施設利用料の減額も実施する。

区民部

4
もみじ山文化センター本館大
規模改修工事及び工事に伴う
休業補償

もみじ山文化センター本館の改修工事を行う。改修工事に伴い休館する必要があるため、工事
期間中の利用料金収入について、指定管理者に補償する。

区民部
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（一部事業を抜粋）



人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまちへの取組 ②

項目 事業説明 所管部

5
旧中野刑務所正門移築・修復
等事業

旧中野刑務所正門の移築・修復工事を行う。また本工事に伴い、記録・保存業務委託、埋蔵文
化財本格調査業務委託を行う。

区民部

6
哲学堂公園再整備
(哲学堂公園再整備基本設計等）

保存活用計画に基づき、文化財の復元と老朽化している施設の再整備を進める。 都市基盤部

7 区内中小企業者支援

区内中小事業者の販路拡大、新規顧客の開拓、ＩＴ･ＤＸ化を支援し、区内中小事業者の経営力
を強化する。また、創業期の顧客獲得を支援するため、広報に係る費用について補助を行う。
加えて、区内中小事業者の人材不足解消のため、人材の採用・定着・育成に資する補助事業を
実施する。

区民部

8
データを活用した産学官連携
事業

学術機関の専門性・創造性を活かし、来街者・区民の位置情報データをもとに区の経済施策等
の分析を行うとともに、学術機関と連携した産業振興・シティプロモーション等の研究を行う。

区民部
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（一部事業を抜粋）



人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまちへの取組 ③

項目 事業説明 所管部

9 産業経済融資の拡充
金融機関、信用保証協会と連携した区独自の制度融資のメニューを再構築し、区内事業者の
ニーズに沿った、使いやすい資金調達方法を確保する。

区民部

10 デジタル地域通貨事業
中野区内限定で利用できるキャッシュレス決済アプリを導入し、中野区内の消費活動・経済循
環を活性化させるとともに、コミュニティポイントや給付事業等の区施策との連動を図る。

区民部

11 中野駅周辺のまちづくり

○中野駅西側南北通路・橋上駅舎の整備工事を進めるほか、中野二丁目、三丁目及び中野四丁
目新北口駅前地区において実施する土地区画整理事業、中野四丁目新北口駅前地区、囲町西地
区及び囲町東地区において実施する市街地再開発事業に係る事業費の一部を補助する。
○中野駅新北口駅前広場の実施設計を進める。
○中野駅周辺の将来ビジョン実現に向けた具体的取組等について、中野駅周辺エリアマネジメ
ント協議会の支援を行う。

まちづくり推進部
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（一部事業を抜粋）



安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまちへの取組 ①

項目 事業説明 所管部

1
耐震化促進
（非木造住宅耐震改修等助成）

昭和５６年以前に建築された旧耐震基準の住宅の耐震化を促進し、災害時の安全性向上を図
る。非木造住宅については耐震診断助成に加え、新たに耐震改修等助成を実施する。

都市基盤部

2 防災まちづくり

木造住宅密集地域等における不燃化の促進と防災性の向上を優先的に行うべき地区の防災ま
ちづくりを推進する。
○火災危険度が高い地域や木造住宅密集地域等について、建物の不燃化を推進させるため、
東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制を活用した不燃化の誘導を行う。
○地震時の危険性が高い若宮地区について、若宮地区防災まちづくり協議会より提出された
意見書を踏まえた地区計画による防災まちづくりを展開する。
○重点整備地域について、避難道路整備や不燃化建築物への建替を推進する。

まちづくり推進部

3
西武新宿線（中井駅～野方駅
間）連続立体交差事業に伴う
鉄道上部空間活用

西武新宿線（中井駅～野方駅間）の連続立体交差化により創出される鉄道上部空間の活用に
ついて、沿線のまちづくり団体、町会等を対象としたアンケート調査を実施し、基本方針骨
子案を作成する。

まちづくり推進部

4
東中野駅東口周辺の
まちづくり

東中野駅東口周辺地域のまちの将来像を示す、「まちづくり基本方針」の策定に向けた検討
を行う。

まちづくり推進部
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安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまちへの取組 ②

項目 事業説明 所管部

5
野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮
駅周辺のまちづくり

西武新宿線（野方駅～井荻駅間）の連続立体交差事業と合わせた野方以西のまちづくりを進
めていくため、関連計画との整合を踏まえたまちづくりの検討及び駅前広場等の基盤施設計
画の策定に向けた検討を進め、必要に応じてまちづくり整備方針の改定を行っていく。また、
当該区間の区内全踏切が除却されるよう、東京都などの関係機関と協議・調整を進める。

まちづくり推進部

6
新井薬師前駅・沼袋駅周辺の
まちづくり

新井薬師前駅・沼袋駅周辺地区で、再開発事業等による街区の再編を推進し、土地の高度利
用や都市機能の更新を図り、交通環境の改善、にぎわいと魅力あふれるまちづくりや防災性
の向上に向けた取り組みを進める。また、連続立体交差事業に連動した都市計画道路の整備
推進を図る。

まちづくり推進部

7
地域の特色を生かした
良好な景観の形成

区民や来訪者等が、快適さ、美しさを感じ、愛着や誇りのもてる都市景観の創造に向け、景
観行政団体への移行、景観計画の策定及び景観条例の制定に向けた検討を推進する。

都市基盤部

8 バリアフリー基本構想の改定
高齢者や障害者をはじめ、誰もが移動しやすく、利用しやすいまちの実現に向け、令和６～
７年度において現構想の改定に向けた検討を行う。

都市基盤部

9 無電柱化整備事業 「中野区無電柱化推進計画」に基づき、無電柱化を推進していく。 都市基盤部

6

（一部事業を抜粋）



安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまちへの取組 ③

項目 事業説明 所管部

10 区立公園の整備
中野区公園再整備計画に基づき、再整備を行う公園の基本設計、実施設計、整備工事を行う。
また、（仮称）上高田五丁目公園について、都市計画手続きをすすめ、広域避難場所内の一
時避難場所として、緑豊かな環境の中で賑わい憩える公園に整備していく。

都市基盤部

11
モビリティ・マネジメント
及びＭａａＳの導入検討

区民の公共交通を支える意識を醸成する取組であるモビリティ・マネジメントの効果等につ
いて調査、検討を行う。また、公共交通の検索・予約・決済を一括で行うＭａａＳの活用等
による課題や効果について調査・検討する。

都市基盤部

12
地域公共交通ネットワークの
形成

令和４年度より開始された実証運行の分析・効果検証を踏まえ、引き続き実証運行を行う。
また、実証運行により得られたデータや利用者等へのアンケート調査結果の分析、事業の検
証、今後の支援方針の策定も合わせて実施する。

都市基盤部

13
生物多様性保全に向けた

生き物調査

中野区の動植物の実態を把握するため、中野区内の生き物調査を実施し、その結果を区民等
と広く共有するとともに普及啓発を図る。

環境部
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安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまちへの取組 ④

項目 事業説明 所管部

14 保護指定樹木等樹木医診断 保護指定樹木及び樹林を対象に樹木医診断を実施し、診断結果に基づき、所有者への報告・
助言を行う。

環境部

15
再生可能エネルギー及び

省エネルギー機器等の導入に
対する補助金の拡充

省エネルギー設備等の設置に対する補助金に、新たに家庭用燃料電池コージェネレーション
システム（エネファーム）及び自然冷媒ヒートポンプ給湯機（エコキュート）の補助を追加
する。

環境部

16 製品プラスチックの資源化
令和４年「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行に伴い、令和６年４
月からごみ・資源の分別ルールを変更し、「容器包装プラスチック」「製品プラスチック
（現在、「燃やすごみ」で分別）」を「資源プラスチック」として回収・資源化を行う。

環境部
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区政運営等に関する取組 ①

項目 事業説明 所管部

1 次期区有施設整備計画策定準備 区有施設整備計画（令和８年度～）の策定に向けて、区有施設の現状について整理を進める。 企画部

2 国有地の取得 学校跡地を活用するにあたり、鷺宮小学校内の国有地を取得する。 企画部

3 施設予約システムの再構築
対象施設の拡充、オンライン・キャッシュレスによる使用料支払機能、手続きにおける電子化
の推進、施設予約ルールの標準化などを検討のうえ、施設予約システムの基本設計を行う。

企画部/区民部

子ども教育部・
教育委員会事務局/
地域支えあい推進部/
健康福祉部/都市基盤部

4 障害者雇用の促進
障害のある職員の職場環境向上のため、ジョブコーチ等による支援を行うとともに、障害者
の雇用を拡大していく。

総務部

5 電子契約の導入
電子契約サービスを新たに導入し、ペーパーレス化を推進するとともに、区・受注者双方の
業務の効率化及びコスト削減を図る。

総務部
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（一部事業を抜粋）



区政運営等に関する取組 ②

項目 事業説明 所管部

6 生成ＡＩの導入 生成ＡＩを導入し、業務の効率性や職員の創造性を向上させる。令和６年度に先行導入し、
活用状況を踏まえつつ拡充を検討していく。

総務部

7 おくやみ窓口の開設・運営
お亡くなりになられた方の手続きを案内し、ご遺族の方の負担軽減を図るおくやみ窓口を開
設する。

区民部

8 ＡＩチャットボットの導入
区ホームページから制度や手続きに関する質問に自動で回答するＡＩを活用したＡＩチャッ
トボット（問い合わせ自動応答システム）を導入する。また、手続きが必要な場合には電子
申請に誘導する。

区民部

9
新庁舎における窓口サービス
の向上

新庁舎の窓口サービスの向上に向け、全庁共通発券機やフロアマネージャーの導入、またセ
ルフレジの増設や書かない窓口の拡充を図り、４つのない（迷わない、待たない、動かない、
書かない）窓口サービスを実現していく。

区民部

10
マイナンバーカード普及にか
かる取組の強化

マイナンバーカードは、国によって進められている健康保険証との一体化など、持っている
ことを基本としたサービス展開が予定されていることから、区役所への来庁をきっかけとし
た申請機会の提供や、高齢者入居施設に職員が出張申請サポート等を行う。

区民部
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（一部事業を抜粋）



区政運営等に関する取組 ③

項目 事業説明 所管部

11
新庁舎における国民健康保険
窓口等業務委託

新庁舎移転を契機として更なる区民サービスの向上と事務処理の効率化を目指し、新たに給
付業務等を委託により実施する。

区民部

12 新庁舎への移転 新庁舎への移転及び移転後に区民サービスが円滑に行えるように環境を整備する。 全庁

13 江古田の森公園施設改修工事 江古田の森公園の調節池区域の施設について、施設・設備の改修を行う。 都市基盤部

14 防犯カメラ設置工事
公園及び地域の安心・安全な環境づくり、防犯性の向上、迷惑行為の抑止等のため、各公園
へ防犯カメラを設置する。

都市基盤部
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（一部事業を抜粋）



区政運営等に関する取組（見直した事業）

項目 事業説明 所管部

15
新庁舎移転に伴う事務用品の共
有管理事業

新庁舎への移転に際し、各課で個別に購入していた共有で使用する事務用品を集約し、各フ
ロアの打ち合わせ・作業スペース及び倉庫にて管理する。在庫状況に応じ、適宜、物品を購
入する。

総務部

16 なかのエコポイント事業の廃止
「なかのエコポイント事業」について、新規ポイント付与を令和５年度末で終了する。ポイ
ント交換は令和７年度末まで継続したのち、事業を廃止する。

環境部

17 リサイクル展示室事業の見直し
リサイクル展示室について、令和６年１０月から開館日時や古着の取り扱い等を変更すると
ともに、委託による運営を終了し区直営とする。

環境部
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